
平成 18 年度 第４回 長野県環境影響評価技術委員会 会議録 

 

 

 

１ 日 時 平成１９年（２００７年）３月２３日（金） １３：３０～１５：５８   

 

２ 場 所 長野県庁議会棟 ４０１号会議室 

 

３ 内 容 ○議事 

       （１） 長野県環境影響評価技術指針及び技術指針マニュアルの改正（案）について 

       （２） その他 

 

４ 出席委員（五十音順） 

         梅  崎  健  夫 

大 塚 孝 一 

         小 澤 秀 明 

         亀 山   章（委員長） 

         陸     斉 

佐 藤 利 幸 

         塩 田 正 純 

富 樫   均 

中 村 浩 志 

花 里 孝 幸（委員長職務代理者） 

 

 

５ 欠席委員（五十音順） 

片 谷 教 孝 

佐 倉 保 夫 

中 村 寛 志 

         野 見 山 哲 生 

          

 

 

 
  平成１９年６月１９日 

  長野県環境影響評価技術委員会委員長 

 

    亀   山    章    印 
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○事務局 （長野県生活環境部環境政策課 臼井） 

 本日は、年度末のお忙しいところ御出席をいただきましてありがとうございます。 

 ただいまから、長野県環境影響評価条例に基づく平成１８年度第４回長野県環境影響評価技術委員会

を開催いたします。 

 本日の司会を務めさせていただきます長野県生活環境部環境政策課の臼井厚隆です。 

 よろしくお願いいたします。 

 議事に入ります前に本日の欠席委員の御報告を申し上げます。 

 片谷委員、佐倉委員、信州大学農学部の中村委員、野見山委員が都合により御欠席という御報告をい

ただいております。 

 技術委員会の委員１４名に対しまして現在の出席者１０名ということで、過半数の委員の御出席があ

りますので、条例第３７条第２項の規定により、本会議が成立していることを御報告申し上げます。 

 それから、念のため申し上げますが、この委員会は公開で行われ会議録も公表されます。 

 会議録が作成されるまでの間は音声そのものが長野県のホームページで公開されることになります

ので御承知おき願います。 

 したがいまして、ホームページでの音声の公開、並びに会議録の作成に御協力いただくため、発言の

前にその都度お名前をおっしゃっていただくようお願いいたします。 

 それでは、議事に入らせていただきますが、亀山委員長にひとことごあいさつをいただき、続けて進

行をお願いいたします。 

 

○亀山委員長 

  ひとことごあいさつ申し上げます。今日はいつもの審議案件ではございませんでして、県の環境影響

評価の条例をこのたび改正するということになっていまして、条例の条文について県の方でいろいろ検

討していただいた案を皆さんに見ていただくということで開かれる会議でございます。いつものような

案件について御意見を頂くのとは勝手が違いますが、そのようなことで進めさせていただくことになり

ました。 

条例上、「知事は技術指針を変更しようとするときにはあらかじめ技術委員会の意見を聞かなければ

ならない」ということになっておりますので、今回、技術指針の改正案について御審議いただくという

ことになります。また、条例上の規定はございませんけれども、技術指針と連動しております技術指針

マニュアルについても、技術指針の内容の具体的な解説書ということで一緒に御検討いただきたいとい

うことで本日はお集まりをいただいたわけでございます。元になりました考え方は、皆さんのところに

事前に配布された参考資料がございますけれど、ちょっと御覧いただけますでしょうか。一枚紙で参考

資料というものがありますけれども、大丈夫ですか。 

 この参考資料が、「環境影響評価法に基づく基本的事項の改正の概要」というのでございまして、環

境影響評価法が施行されましたのが１９９９年でございますが、それから５年経ったあと、２００５年

に環境省で環境影響評価法の、特に基本的事項について見直しが必要かどうかという委員会をやってお

りまして私もそれに出ていたんですけれども、その時に、基本的事項というのは何かと言いますと、各

省が環境影響評価法に基づいて省令を出しまして、省令の中で基本的事項が書かれている、そういうも

のなんですが、そこで見直すべきものは何かということの議論をしました。その結果として基本的事項

を改正すべき点がそこに２５項目ほどございますけれども、それで出された文章でございます。何が問

題となったかと大きく申しますと、環境影響評価法を施行してみたところ、この項目で言いますと、５、
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６、７、８、９のあたりがそうですが、三点ほどあります。 

ひとつは標準手法と標準項目を決めて、それから項目の重点化と簡略化ということをやってたんです

けども、それが法律でつくってやってみたらどうなったかといいますと、実はケースバイケースでいろ

いろ考えてやろうという趣旨で簡略化、重点化を考えたんですけど、それをどの事業でもほとんど何も

考えなくて、全部標準手法でやってたというのが実態であったので、どうもこの「標準」がいけないん

じゃないかと。私はそうは思わないと言ってたのですが、「標準」という言葉がいけないんだというの

で、「標準」と言わないで何か別の言葉がないかということで、「参考項目」、「参考手法」にして、それ

に対する重点化と簡略化を考えようという、言葉だけいじっても意味ないと思ったんですけど、とにか

くそうなったのが一点でございます。 

 それから、いろんなことをする時にできるだけ説明をする、どうしてこういうふうにするんだという

ことについてできるだけ説明して、透明性のあるアセス書にしようというのが第二点でございます。 

三点目は、環境保全措置について２２からありますけれども、環境保全措置に関しましては実態とし

てはどうだったかと言いますと実は回避、低減、代償と言ってるんですが、あまり回避がしていないと

いうんですね。回避がしてないのは当たり前でして、例えば道路をつくるときに天然記念物みたいなの

があったときに、いきなりそれにぶつかろうなんて線を引く人はあまりいないわけですから、当然危な

い物は回避して事業をやっておりますので、回避をしてるんですけども、どうもそういうのがないのが

おかしいんじゃないかという方もおられたりして、代償措置ばかりやっていることになるんですね、結

果的には。代償措置をするということについては、できるだけ、なぜそうするのかということを明確に

したり、効果はどのくらいあるんだということを明確にしたりしないといけないんじゃないかというよ

うな、大雑把に言うとその三点ぐらいがその時の論点だったわけです。県の条例はこの環境影響評価法

を受けて現在のものが使われているのですが、そのような考え方を受けて条例（に規定される技術指針）

の方も改正しようということで今回に至ったということでございます。 

事務局が非常によくお考えいただいているので、御説明いただいてそれでいいですといってお終いと

いうような感じなのかとも思うんですが、でもそうでもないかもしれませんので、皆さんにいろいろ御

意見をいただいて、できるだけ良いものにしていくということでお集まりいただいたということでござ

います。 

それでは早速でございますが、事務局から御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 御苦労様でございます。環境政策課環境審査係長の宮尾徹でございます。 

 事務局から、まず、本日の資料について確認をさせていただき、そのあと内容について御説明をいた

したいと思います。 

 今日はたくさん資料がございますので、御確認をよろしくお願いいたします。 

まず、「長野県環境影響評価技術指針の改正素案」というものです。これが今回改正しようとしてい

る技術指針の改正素案です。これが本体という意味合いでございます。 

それから、「長野県環境影響評価技術指針マニュアル」というものでございます。これは非常に分厚

いものでございまして、クリップでまとめて綴じてございますが、そのものがマニュアルということで

ございまして、今、委員長からもお話がありましたとおり技術指針の具体的な内容を示しているもので

ございます。 
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 それから、次に、資料１でございます。横長のエクセル表でございまして、黄色いラインが入ってい

ます。これが今お話がありました基本的事項とそれに基づく改正の場所であるとかマニュアルの改正の

場所をそれぞれ整理したものでございます。 

それから資料２といたしまして、環境影響評価条例の改正、これは風力発電の追加に伴う技術指針及

び技術指針マニュアルの改正等についてで、これは一枚物でございます。 

 それから資料３でございます。「長野県環境影響評価技術指針及び技術指針マニュアルの改正等のポ

イント」で、これは事前にお送りしませんで、本日お配りさせていただいたものですが一枚物でござい

ます。これは、国の基本的事項の改正による部分もあるのですが、今回私共の方でそれを受けまして改

正した、本県の技術指針及び技術指針マニュアルのどんなところを主に改正したかという内容のもので

ございます。 

 それから資料４でございます。資料４は「長野県環境影響評価条例の改正骨子案の概要」でございま

して、風力発電施設の観点の内容を書いてございます。 

 それから資料５でございます。これは、技術指針の改正素案と技術指針マニュアルの改訂素案に対し

まして、委員の皆様から事前に提出をいただいた意見でございます。枝番が振ってあるかと思いますが

資料５の関係は全て委員の皆様からいただいた御意見でございます。本日欠席の委員の方のものもござ

います。 

 それから資料６でございます。これは県の関係機関からこの技術指針の改正素案に対しまして出され

た意見でございます。これが二つほどあるかと思います。  

 その他、参考資料として、事前にお送りしてある資料ですが、今、亀山委員長が参考にお話しいただ

きました「環境影響評価法に基づく基本的事項の改正の概要」というものでございます。 

一応以上でございますが、何か不足のものとかございましたでしょうか。だいたいお手元に揃ってお

りましたでしょうか。 

それでは続きまして内容について御説明をさせていただきたいと思います。 

内容に入る前に、今、委員長の方からもお話をいただきました改正の経緯でございます。繰り返しに

なるかもしれませんが今回案件ではなくて技術指針という、条例に位置付けのあるものではあるんです

が、環境影響評価条例第４条の中で、知事が既にある科学的知見に基づいてアセスの対象事業に係る環

境影響評価が適切に行われるために必要な技術的な指針を定めたもの、ということでございまして、ア

セスの項目並びに調査、予測、評価を合理的に行うための手法を選定するための指針というものでござ

います。それから、また、さらに環境の保全のための措置に関する指針ということで、それらが定めら

れているものでございまして、この技術指針は本県の条例の施行に先立ちまして、平成１０年９月に告

示をされております。それ以降は、語句の訂正など、非常に簡単な改正にとどまってきておりました。

そんな状況でございましたが、先程、委員長のおっしゃられたとおり、アセス法という国の環境影響評

価法におきまして、技術指針の策定方針ともいうべき、基本的事項が平成１７年３月に改正され、これ

を受けた対象事業ごとの技術指針に相当する主務省令が平成１８年９月に改正、施行されたということ

と合わせまして、本県のアセス条例に新たな対象事業として風力発電所の建設を追加するべく検討され

ているという状況などを受けまして、今回、本県の技術指針及び同マニュアルの改正等を行おうとする

ものでございます。このようなことから今回の説明も国の基本的事項の改正の内容などが本県の技術指

針にどのように反映したかという視点が非常に大きな位置を占めているということは、あらかじめ御承

知おきいただきたいと思っております。 

それではちょっと資料の順番が違ってしまいまして恐縮でございますが、資料の３を御覧いただきた

                                          4



いと思います。一枚物です。大変恐縮です、座って説明させていただきます。 

それでは資料の３について御説明を申し上げます。 

 「長野県環境影響評価技術指針及び技術指針マニュアルの改正等のポイント」でございます。 

まず、一点目といたしまして、「客観性・透明性・わかりやすさの向上」というものを大きな目標と

しております。これを具体化するために「あらゆる段階における検討の経緯の明確化」を行うことが規

定されております。これは「方法書の前段階から評価書の段階まで環境への配慮に係る検討の経緯を明

らかにする」というものでございます。それから「予測の不確実性の程度の明確化」ということでござ

います。「前提条件を変化させ予測結果のばらつきを提示することにより不確実性の程度を明らかにす

る」と、往往に予測式などが入りますと、その結果が出ており、絶対視をしてしまう。そういうことに

対しまして前提条件を変えてみると、その結果というものはこんなにばらつくんだという状況も示すこ

とによって、出てきている予測結果というものがこのくらいの不確実性を含むものだと、いうことも合

わせて明らかにしておく。それによって絶対視するのを避けるといいますか、正しい認識を予測値に対

して持っていただくというものでございます。それから「その他の客観性・透明性・わかりやすさの向

上」といたしましては、ひとつとして「専門家の助言を受けた場合は、助言内容だけでなく専門分野も

明示する」ものでございます。これによって客観性を担保したいという意味がございます。それから「対

象事業以外にもたらされる将来の環境の状況を明らかにする」と、これはバックグラウンドですね。対

象事業を行わなくても、将来その地域ではその他の要因によりまして環境の影響がある程度高まるとい

うような場合にはある程度過大に、ちょっと高まる、バックグラウンドのことを知らないと、予測の結

果が、間違った方向でカウントされてしまうようなことが起きる、逆の場合もそうですね。少なくなっ

てくる状況にあるのにもかかわらず、通常の予測をしてしまうとやはり違った予測結果となってしまう

と。そういうような将来の環境の状況というものも明らかにしながら、予測をしていくということでご

ざいます。 

 二番目といたしまして「さらなる“ベスト追求”の推進」というものでございます。「環境保全のた

めの目標等の設定」ということでございまして、「環境保全のためのベストを追求する目標を設定する

ことにより事業者自らがその姿勢を明らかにする」というものでございます。従前はいろんな基準値

などがございますと、往往にその環境基準とか決まりきったような値のみを目標というような形でとら

えて、それをクリアすればいいというような、「基準クリア型のアセス」というふうに言われていたわ

けですが、さらに上を目指すという意味でですね、もっとその地域の地域特性であるとか、地域のあら

かじめ定めているような、さらに上の基本的な目標とか、いろんなものがあればですね、そういうもの

を加味して、さらに上の目標を事業者自らが設定をして、それを目指していくんだという姿勢を明らか

にする、というものでございます。それから「事業実施後に保全対策の内容をより詳細にするための事

後調査を位置づける」というものでございます。「工事中又は供用後において保全対策の内容をより詳

細にする場合についても、環境影響の重大性に応じて事後調査の実施を検討する」というものでござい

ます。あと、不確実性のものだけという考え方があったわけですけど、より詳細にするというような場

合でも事後調査を位置付けるというものでございます。「地域特性の変化に留意」ということでござい

まして、「調査、予測、評価手法を選定する際に、地域特性の過去や将来の状況を把握することにより

その経時変化を考慮する」というものでございます。 

 三番目で「多様な事業内容への対応の強化」でございまして、「対象事業の範囲の明確化」をあげて

あります。「対象事業の一部として、事前に工作物の撤去・廃棄が行われる場合、又は対象事業実施後

に工作物の撤去・廃棄が行われる場合は対象とすることを明らかにする」ものでございます。一連の事
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業の一部ということで、これを撤去しないとそのものが建たないんだということで、それほど間をおか

ずにそういう行為がなされ、また、対象事業を実施したあとに、当然のことのように工作物の撤去・廃

棄が予定されるもの、例えば試験プラントのようなものとかですね、そういうようなものは、ずっとあ

るものの方がおかしいですので、当然撤去・廃棄が行われるというようなものを前提としての事業とい

う形になりますから、こういうようなものも当然対象としていくのだというものでございます。それか

ら、「予測対象の範囲の明確化」ということでございます。「事業完了前に一部供用が予定されている事

業については、必要に応じ、一部供用の期間も対象とすることを明らかにする」というものでございま

す。道路事業などでも当初４車線化ということで、全体の計画としてはあってもまずは２車線で供用し

ていこうという場合には、その一部供用というタイミングも、予測の範囲としてその時もやるんだとい

うことを明らかにするものでございます。 

 それから四番目でございます。「その他の改正」でございますが、「環境影響評価の項目選定は従前ど

おり事業者が影響の程度を勘案して行う」ということが、私共の県の技術指針はそういうことでござい

ますが、「その分類は重点化項目、標準項目、簡略化項目、非選定項目の４区分とし、選定根拠及び保

全対策の内容が不明確な「一般的保全対策による項目」」、これは従前はさらにひと項目が加わっており

まして、明確な根拠であるとか、保全対策の内容がはっきりしないままに項目選定の位置付けがなされ

てしまったような事例もございました。そのようなことを受けて、今後は必ず根拠、保全対策の内容が

明確になるように、重点化項目、標準項目、簡略化項目、非選定項目の４区分だけにさせていただいた

というものでございます。それから、「調査対象となる環境の状況が変動の少ない時期に調査を開始す

る等の配慮に努める」というものでございます。これも調査手法の一環ではあるんですけど、変動の大

きい時期に調査を開始してしまいますと動いているうちにスタートするわけですから、終わりの段階で、

どの時点で終わっていいのか非常に不明確になってしまい、場合によってはピークを二度拾ったり、全

然拾わなかったりと、調査結果が一年を通したものという位置付けができないような調査になりがちだ

ということで「環境の状況が変動の少ない時期」。川の流量のであれば渇水期などから始めるとか、そ

のようなことを規定しているというものでございます。 

 ざっと私共の改正等のポイントということで、まとめたものでございます。 

 それでは、これはあくまでもポイントなんですけどもこれから資料１によりまして、それぞれ、先程

お話のありました基本的事項がどんなふうに反映されているのかを中心に、私共の技術指針の内容又は

マニュアルについてどんな改正がなされようとしているのかということにつきまして御説明をしてい

きたいと思います。この御説明に当たってはできましたら、本体と私申し上げましたけども、最初に資

料説明の時に申し上げました技術指針の素案とか、それからマニュアルの主に総論の部分が一番関係す

る場合が多いんですけど、場合によって各論に及ぶ場合もありますけれども、そのあたりをお手元の方

へ出しておいていただいて、必要に応じて全体像も見たいという場合は、それを追いながら見ていただ

くと、このエクセル表だけですと個別の部分しか出ておりませんので、全体像はそちらの方で眺めなが

ら御覧をいただければと思います。 

表の見方でございますが、エクセル表の一番左側には基本的事項の改正の概要が書いてございます。

先程の２５項目挙げてあったものがあります。それで中程の欄につきましてはその素案である長野県環

境影響評価技術指針の素案の対応する部分ということでございます。そしてその中に括弧で「別表第３」

であるとか、その次の頁ですと青字の横に「第４の１の（１）」と書いてありますが、これはみんな技

術指針の素案の場所を示しておりますので、この場所の改正なのだということはこれでおわかりいただ

けるかなと思っております。ちなみに青字の部分というのは今回の改正の部分でありまして、黒字のと
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ころにアンダーラインが付されているような場合は既に織り込み済であったと、改正しなくても原文の

中にこの部分が入ってたので、これは改正しなくてもいいということです。ただその場所はどこだとい

うことをお示しする意味で黒字の下にアンダーラインが引かれている、というように御覧いただければ

と思います。これは右側のマニュアルにおいても同じでございます。マニュアルの場合も場所につきま

しては括弧書きで書いてございます。「P.15-5」とか「15-6」というのは、この 15 というのはたまたま

各論が入っている部分ですが、各論の「触れ合い活動の場」の５頁という意味です。15 というのが「触

れ合い活動の場」の環境要素の番号でありまして、一応皆様方のお手元に分厚い綴じたものの中から、

個別にそれぞれの項目ごとにホチキス留めしてありますのでその部分と分けて見ようとすることも可

能でございます。その辺を御覧をいただきながら見ていただけるとこの表の意味合いがおわかりいただ

けるのかなと思っております。そんなことでちょっと時間費やしてしまいましたが、そんな見方をしな

がらこの表を見ながら御説明を聞いていただけると幸いかと思っています。主に変わった部分を中心に

御説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

ちなみにまず１でございます。触れ合い活動の場の関係でございます。これはそこにも書いてありま

すとおり「対応済」ということでございますので省かさせていただきたいと思います。アンダーライン

の場所がこれまで含まれていたというところでございます。 

それから２でございます。廃棄物についての発生量の関係でございます。こちらの場合も「対応済」

ということでございまして、それぞれの場所にございます。 

それから３でございます。これにつきましては改正するという予定とさせていただいております。「事

業特性に関する情報の把握に当たって、事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る

検討の経緯及びその内容についても把握されること。」というのが基本的事項の内容でございましたが、

それを受けまして私共の技術指針の素案におきましても第４の１の（１）の部分、事業計画の概要の策

定という部分になりますけど、そこへこれまである文章、黒字の文章のあとに「また」ということで続

けて、「策定に至るまでの過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について明らか

にできるよう整理すること。」いうことで、基本的事項に関連する形で反映できるようにこちらへ入れ

させていただいております。同じくその隣の表、マニュアルの部分につきましても、青字のところを拾

っていただくとだいたいおわかりになりますように事業目的のところにも「計画するに至った背景を含

む」というようなこととか、事業の内容も「検討の経緯を含む」であるとかこのような文言を入れて、

極力、検討の経緯がわかるということで改訂をさせていただいているものでございます。 

それから４番目でございます。「地域特性に関する情報の把握に当たって、現在の情報のみならず、

過去の状況の推移及び将来の状況も把握されること。」この部分をやはり私共の技術指針の素案におき

ましても第４の１の（２）の部分、これ予備調査の関連になるわけですが、ここの部分に既存の黒字部

分に続けまして、なお書きで、「なお、予備調査には過去の状況の推移及び将来の状況についての把握

も含まれる。」ということで反映をさせていただくものでございます。同じくこれはマニュアルの方で

も右に方にそれぞれ関連した場所において、例えば一番上の青字のところ、「P.0-5」というのは総論の

ところ、「0-」というのは総論の部分、総論の５頁に予備調査の部分に項目追加ということで、そこを

見ていただきますとそこに書いてあるような「対象事業実施区域及びその周囲の概況の把握については、

住宅地の開発状況や災害履歴等の過去の状況、現在予定されている開発計画など、将来の状況について

も含まれる。」というような形で、マニュアルですからより具体的な形で、反映させていただいている

ものでございます。以下同様に関連する部所にこの内容を反映するべくマニュアルの方も改訂をさせて

いただくものでございます。 
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それでは次を御覧いただきたいと思います。５でございます。「選定することとした項目及び手法に

ついて、選定の理由が明らかにされること。」でございます。この部分につきましては、実は、この場

所そのもので、あ、失礼しました。訂正の部分が実は少しあるんですけれども、先にそちらからお願い

いたします。下段の方に「第４の２の（１）の環境影響評価の項目の選定は、」の中の下の方で、「選定

の理由及び」が青字になっておりますが、実は場所を間違えてしまいまして、その内容は青字の部分は

一旦削除していただき、「その結果」のあとに青字で「及び理由」というものを入れていただくと内容

が通じるようになります。大変恐縮でございます。今申し上げたように「選定の理由及び」をまず消し

去っていただき、「結果」のあとに「及び理由」と入れていただきますと、この部分につきましては、

実はあとの「７、８、９の対応に集約」と右側にも書いてありますけれど、ここのところでより明確に

記されておりますのでこちらの方で御説明もさせていただきたいと思います。ちょっとひとつ飛ばさせ

ていただきますが、５の部分は７、８、９へ送らさせていただきます。 

それでは６でございます。「項目及び手法の選定に当たり、専門家等から助言を受けた場合には、当

該助言の内容及び当該専門家等の専門分野が明らかにされること。」でございます。この部分につきま

しては技術指針の第５の４の（２）の部分で、後段の方に「専門家その他の環境影響に関する知見を有

する者の助言を受けて行うこと。」というところまでは書いてあります。ここまで書いてあるわけです

ので、この「専門家の専門分野」という部分につきましては、より詳細な部分、具体的な部分というこ

とで、今回はマニュアルの中で改訂をさせていただいております。そういう意味でその右側、マニュア

ルの部分を見ていただきますと、総論の２５頁のところに黒字に続けてなお書きで「なお、その場合は、

助言の内容及び専門家等の専門分野を明らかにすること。」と規定してございます。 

うちの技術指針は御覧になっていただくとおわかりいただけますように、だいぶまさに骨の部分を記

載してございます。そして、より細かい部分というのはマニュアルの方へ譲るという構成になっており

ますので、基本的に骨ばった部分は技術指針に反映させますけれども、より具体的、細かい部分をとい

うものについてはマニュアルの方に綴っているというものでございます 

それから、次に７でございます。これは７、８、９という形で関連する項目でございますけれども、

「主務大臣が定める「標準項目」、「標準手法」については、それぞれ「参考項目」、「標準手法」とする

こと。」ということ、それから、８、続けて読み上げますが「参考項目の設定に当たって踏まえた、「対

象事業の種類ごとの一般的な事業の内容」が明らかにされること。」、それから９の「項目及び手法の選

定は、「参考項目」及び「参考手法」を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得

られる情報等を踏まえ、行われること。」というような項が設定されてございます。実はうちの技術指

針につきましては元々「標準項目」という基本的事項として国が言っているような「標準項目」という

決めはしてございません。国の場合はあらかじめこういう項目を選びなさいということで、かなりがっ

ちり決めてあるんですけども、うちの場合は基本的に地域特性であるとか事業特性などを勘案して事業

者がその状況によって選んでいくということを最初から考えておりまして、例としていろんな事業の例

示のペーパーは作っておきましたけれども、あくまでも参考のために載せてあったということから、今

回の技術指針の改正の部分はある程度先取りしていている部分ということでございます。ですからそん

な意味では基本的事項な部分というのはうちの場合は改正の必要はないだろうと考えております。ただ、

先程もちょっとポイントの部分で御説明申し上げましたように、分類の選定項目の分類上、重点化項目

とかですね、それからたまたま今回違った意味での「標準項目」といった言葉が出ていましたけれども、

これは「中庸な意味」といいましょうか、「中程に位置する」といった意味での「標準項目」というこ

とで、標準的にそれを選べという意味での「標準項目」ではないのですが、たまたまよい言葉が見つか
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らなかったのですが、また御議論いただければと思いますが、そんなような項目。それから、簡略化項

目、そして以前使っていた「一般的な保全対策で対応する項目」は削るということ、それから非選定項

目というような形で分類を整理をいたしまして、改めてここで特に「一般的な保全対策」という項目は

はずした上での項目選定をやっていただきたいと、いうことをお示ししたということで、直接的にはこ

の隣に書いてある主務省令の「標準項目・・」との議論とはちょっと違う部分があるのですが、項目の

選定の部分という意味で、こういうような場所にその部分を載せさせていただいているというものでご

ざいます。また後ほど項目の名称については委員さんからも御意見が出ていたようですからその辺は是

非いいお知恵を拝借できればなあと思っております。 

それでは、次の１０番。「対象事業の一部として、当該対象事業が実施されるべき区域にある工作物

の撤去若しくは廃棄が行われる場合、又は対象事業の実施後、当該対象事業の目的に含まれる工作物の

撤去若しくは廃棄が行われることが予定される場合には、これらの撤去又は廃棄に係る影響が影響要因

として整理されること。」でございます。ポイントの中でもちょっと述べさせていただいたものでござ

います。この部分につきましては、マニュアルの中で改訂をさせていただきたいということで、これも

総論の７頁、８頁あたりのところに今言ったような内容をよりちょっと細かくして記載させていただい

ております。 

一例として、この部分だけちょっとマニュアルに踏み込んでお話ししますと、「対象事業の一部とし

て、当該対象事業が実施されるべき区域にある建築物・工作物等の撤去若しくは廃棄が行われる場合、

（例えば、操業停止した工場の既存建築物を撤去した上での土地利用を行う場合など）、又は対象事業

の実施後、当該対象事業の目的に含まれる工作物の撤去若しくは廃棄が行われることが予定される場合

（例えば、試験研究プラントであり、特定の期間の後、撤去されることが予め想定されている場合など）

には、これらの撤去又は廃棄に係る影響についても影響要因として整理する。」というような形で、よ

り具体的にマニュアルとして使いやすく、少し細かく規定をさせていただいてるものでございます。 

それから１１でございます。黄色いラインで「調査、予測及び評価の手法の選定に関する事項」で、

ここから先はそういうような部分になってまいります。 

１１といたしましては、「調査法の選定に際して地域特性を勘案するに当たっては、当該地域特性が

時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえること。」でございまして、これは技術指針の素

案として改正したいということで、第５の４のところに項目の追加ということで、「地域特性を勘案す

るに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえること。」と、

項目追加をさせていただくものでございます。同じくマニュアルの方も、同様の部分を改訂するもので

ございます。 

それから１２でございます。「年間を通じた調査については、必要に応じて観測結果の変動が少ない

ことが想定される時期に開始されること。」これも先程ポイントのところで少し述べました。ここの部

分は、技術指針そのものの中では黒のアンダーラインのところで既に反映されているだろうということ

で、そこの部分は改正はしません。しかしながら、今回の基本的事項の改正の趣旨は、マニュアルの中

ではより詳細の中で生かしていこうということで、総論の１０頁のところに項目追加といたしまして、

青字の部分、「調査時期及び時間帯等の設定に当たっては、季節変動又は日変化等を考慮する。年間を

通じた調査（通年調査）を実施する際には、特定の年の特異な自然現象の影響を受けないよう、調査対

象となる環境の状況が変動の少ない時期に調査を開始する等の配慮に努めることが重要である。」とい

うような項目を追加してございます。 

次に１３番でございます。「予測の対象となる時期について、供用後に関し、定常状態に加えて、設
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定が可能な場合には影響が最大になる時期が設定されること。」これにつきましては黒のアンダーライ

ンのとおり「対応済」ということでございますのでよろしくお願いします。 

それでは次でございます。１４番。「対象事業に係る工事が完了する前の土地等について供用される

ことが予定されている場合には、必要に応じ予測が行われること。」でございます。これは一部供用の

部分でございます。マニュアルの方の改訂でございまして、この部分は実は上の１３の中の黒のアンダ

ーラインにもかかってくることですので、技術指針では改正しなくていいだろうということです。マニ

ュアルだけの改訂で、該当する部分を隣の青字のように改訂をさせていただくものでございます。 

次の１５でございます。「予測の結果と予測の前提となる条件や予測で用いた原単位及びパラメータ

等との関係を併せて明らかにできるよう整理されること。」でございまして、これは１７の方でまた御

説明させていただきますので飛ばさせていただきます。 

次に１６でございます。「環境の状態の予測に当たっては、対象事業以外の事業活動等によりもたら

される地域の将来の環境の状況を明らかにして行うこと。」でございます。これはそこの黒のアンダー

ラインのところである程度反映されるということでございますけれども、一番最後の黒のアンダーライ

ンで「勘案して」という言葉がございます。ここで、勘案して予測が行われるということですから、も

う既に明らかにでき得るような状況のものは内在しているということでございまして、これを明らかに

するという部分は、お願いをすればすぐにでもやってもらえるだろうということですので、その部分は

マニュアルの方に譲りまして、右欄のマニュアルの中で「その部分を明らかにし」というように整理を

させていただいております。 

１７でございます。「予測の不確実性の検証に当たっては、必要に応じ予測の前提条件を変化させて

得られる、それぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度が把握されること。」

でございます。この部分につきましては黒のアンダーラインのとおりでございまして、技術指針の方は

織り込み済でございます。実はその下に、黒のアンダーラインが入ってないんですが「予測に当たって

は、予測の前提条件並びに予測方法、予測地域、予測地点及び予測対象時期等の設定の根拠等を明らか

にし、妥当性が確認できるよう整理すること。」という部分につきましては、この「妥当性が確認でき

るよう整理すること」という意味合いから、１５の「予測の結果と予測の前提となる条件や予測で用い

た原単位及びパラメータ等との関係を併せて明らかにできるよう整理されること。」を、この部分であ

る程度反映できるのではないかということで、ここの部分実はアンダーラインがちょっと落ちているん

ですけれど、１５の部分はここで反映されているだろうということでございます。併せて、より詳細な

内容につきましてはその右側のマニュアルの中で、それぞれより具体的に改訂をさせていただくという

ものでございます。 

次に１８番でございます。「評価に係る根拠及び検討の経緯が明らかにされること。」でございます。

この部分につきましては、指針素案の中でも改正を予定しておりまして、青字の部分、「できる限り配

慮させているかどうかを検討する方法とする。」でしたが、それを削除しまして、「し、」ということ

で、そのあとに続けて「評価に係る根拠及び検討の経緯が明らかにできるよう整理する。」ということ

で、この基本的事項の精神をここへはめたいというものでございます。同じく同様の部分、マニュアル

でも改訂をしたいというものでございます。 

１９番お願いします。「評価に当たって照らすこととした基準又は目標の考え方が明らかにされるこ

と。」でございます。この部分は改正を予定しておりまして青字の「評価に当たって事業者自ら照らす

こととした目標等に係る考え方を明らかにするとともに、」という部分をここへはめさせていただいた

ものです。続けて「環境基準等が示されている場合にあっては・・・」ということで、当然のごとく環
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境基準との間の整合が図られているかも検討するというものでございます。この青字の部分で、「考え

方」というような言葉を使った意味合いなんですけれども、「根拠」とか「理由」という言葉でもよか

ったんですけど、これをあえて「考え方」とした訳につきましては、国の方でもひとつ説明がありまし

て、事業者がより積極的に様々な施策との整合を検討することを促すのだと。あまり「根拠」とか「理

由」という堅い形でぎっちりしたものを求めますと、そういう積極的なところまで踏み出せないだろう

ということで、積極的なものを出すなら「考え方」というレベルでもいいから、そういうものを明らか

にしながら、さらに上への目標を定めていきましょうという精神がここに入っているそうであります。 

同じく評価に当たっての目標の設定につきましては、その右側にマニュアルの中で同様のより具体的

な改訂を予定させていただいております。 

それでは２０番でございます。「工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環

境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについても当該環境基準との整合

性が図られているか否かについて検討されること。」でございます。この部分は、実はアンダーライン

をつける部分が上のところとくっついておりましたので、先程ちょっと読み上げましたが、１９番にあ

る黒のアンダーラインですが、「当該環境基準等との間に整合が図られているかどうかについても検討

する。」と、この部分である程度反映されているということでございます。 マニュアルの方も同様に

１３と１９の対応でこれは既にある程度含んでいるということで、改訂ではありますがこの欄に示さな

くても、１３と１９の欄で示されているというものでございます。 

それから２１でございます。「参考項目及び参考手法を定めるに当たって踏まえられた「対象事業の

種類ごとの一般的な事業の内容」と個別の事業の内容との相違が把握されること。」ですが、この部分

は私もいろいろ見たんですけども、国の基本的事項であり主務省令の中で決められている、かつて「標

準項目」と呼ばれたものが「参考項目」というふうに一格落ちると言いましょうか、そういうことに伴

って、その場合、自ら選定していく際に簡略化であるとか重点化であるとか検討するにはある程度そう

はいっても、どんな対象事業についての参考項目かというのがわかってないと、差別化といいますか比

較の上でより重点化したとか簡略化したということができないのではないかということから、ある程度

事業の内容というものも主務省令では示すようになって参ったようです。そのようなことからつけられ

た項目ということでありまして、実はうちの部分というのはピシッとはまる部分はないわけでございま

して、そういう部分につきましては７、８、９の対応の中で、全体的な中で既にもうその理念は前から

やっていることではあるんですけど、区分だけは今回、５区分だったものを４区分に変えたという部分

があるんだということで、そこに「７．８．９の対応に集約」ということで書かさせていただいており

ます。直接ピシッとはまる部分がなくて大変恐縮なんですけど。 

その次でございます。２２番。これは第３の環境保全措置指針に関する基本的事項という部分ですね。

その関連事項です。「代償措置を講じようとする場合には、代償措置の効果及び実施が可能と判断した

根拠を可能な限り具体的に明らかにできるようにすること。」でございまして、委員長もおっしゃられ

たように、代償というものを軽々に使われないようにということで、そこの青字の部分「代償による保

全対策の効果及び実施が可能と判断した根拠を可能な限り具体的に明らかにすること。」というもので

ございます。改正を追加という形でさせていただきたいというものでございます。 

マニュアルの方におきましても同様に、この代償についての根拠を明確にするという趣旨で改訂をす

るということが記載されてございます。 

２３番でございます。「環境保全措置の検討に当たって、当該検討が段階的に行われている場合には、

これらの検討を行った段階ごとに環境保全措置の具体的な内容が明らかにされること。」でございます。
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この部分につきましては、そこの指針の部分、黒のアンダーラインのところに「経過」を「経緯」に変

えているような、ちょっと文言を整理したことだけですけれども、一応入っておりますのでこれは対応

されているということから、マニュアルの中だけの対応とさせていただいております。同様の内容がマ

ニュアルの中で追加されているということでございます。 

２４番でございます。「工事中又は供用後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合、

環境への影響の重大性に応じて、事後調査の必要性が検討されること。」でございます。技術指針素案

の中でも改正を予定しておりまして、黒のアンダーラインの部分、不確実性の程度が大きい場合につい

てはこれまでも事後調査というものを予定していたわけでございますが、そのあとに続けまして、「並

びに工事中又は供用後において保全対策の内容をより詳細なものにする場合」において事後調査を検討

するということで、不確実だけでなくて詳細にするということであっても事後調査をしながらその部分

を決めようということでございます。同様の内容が右側のマニュアルの部分でも付け加えたり、項目追

加などで加えられているというものでございます。 

２５番でございます。「代償措置を講ずる場合、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該

代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、当該事業による影響の重大性に応じ、事後調査の必要性が

検討されること。」でございます。これも、上欄の第１０の１の黒の下線の部分ですが、この部分に入

れられているということでございますので、このような形で改正がなされているというものでございま

す。マニュアルについても若干の部分を追加しているというものでございます。 

ざっと、非常にわかりにくくてたいへん恐縮でございましたが、基本的事項が非常に大きなウエイト

をもって今回の指針の改正に反映されているという状況が、これを見ていただいてもおわかりいただけ

たのかなと思っております。私の方からは以上でございます。 

引き続いて、風力発電の関係の部分の改訂を臼井の方から御説明させていただきます。 

 

○事務局 （環境政策課 臼井） 

 環境政策課の臼井です。御覧いただく資料が前後して申し訳ありませんが、資料４を御覧ください。 

長野県環境影響評価条例の対象事業に風力発電施設建設事業の追加を検討しておりまして、その検討

状況につきまして御説明申し上げます。一部の委員の皆様には、他の審議会等での説明と重複しており

ますことを御容赦願います。 

風力発電施設は地球温暖化対策のために必要な施設である反面、自然環境等への影響が懸念されてお

ります。そこで、大型の風力発電施設のうち一定規模以上の建設事業を、長野県環境影響評価条例の対

象事業に加え、事業を行う場合であっても、手続を経ることで、環境の保全の見地からの意見に配意し

て、事業による環境影響をできる限り緩和させたいと考えています。現在検討している骨子案では、総

出力１０，０００kw 以上の風力発電所の建設を対象事業の要件と考えております。 

 ３頁の、横長になりますが、「風車の出力と大きさの比較」という参考資料を御覧ください。風力発

電に使われる風車の大きさを御理解いただくためのイメージ図を載せてございます。 

 県内に既に設置されておりますものは、美ヶ原高原にございます「美ヶ原高原美術館」への電力供給

をしておりますものがございまして、左端に記載しましたように、１基当たりの定格出力が１５０kw の

もので、回転翼の軸の中心でありますハブまでの高さが３０m、回転する風車の直径が２３ｍのものが

２基ございます。県庁舎の写真を大きさの比較用に貼り付けてございますが、県庁舎の高さが概ね４６

ｍでございまして、この風車の羽根の最高点は、だいたい県庁舎と同じ高さとなります。 

 順次右に、現在計画されておりますものを記載しておりますが、美ヶ原高原に計画されておりますも
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のは、海外から中古の風車を持ち込む、比較的小規模な構想ですが、定格出力６００kw、ハブ高さ５０

ｍ、風車直径４８ｍのものを最高３基、総出力１，８００kw で、最高点は７４ｍになります。 

 真ん中辺ですが、入笠山・鹿嶺高原に三峰川電力、丸紅が計画しておりますものは、定格出力１，０

００kw、ハブ高さ６８ｍ、風車直径６１ｍのものを最高３０基、総出力３０，０００kw で、最高点は９

８．５ｍになります。この規模になりますと、県庁舎の上で風車が回っている感じでございます。 

 峰の原高原にＩＰＰジャパンが計画しておりますものと、入笠山・芝平(しびら)地区に青木あすなろ

建設が計画しておりますものは、風車の規模が同じものですが、定格出力１，６７０kw、ハブ高さ７０

ｍ、風車直径７４ｍのものを、それぞれ最高１６基、総出力２６，７２０kw、最高３３基、総出力５５，

１１０kw で、最高点は１０７ｍになります。 

 右端に定格出力２，０００kw の現在の標準的なものを記載してございますが、今後、技術の進歩に伴

い、風車の大きさの割には、出力が大きくなっていくものと思われます。 

次の４頁を御覧ください。「風力発電施設計画等の概略位置」といたしまして、長野県の国立公園等

の地図上に既設と計画の概ねの位置を記載いたしたものでございます。伊那谷といいますか、伊那の方

から美ヶ原、須坂市の峰の原とその辺の所に計画があるということです。 

戻っていただいて、資料の１枚目を御覧ください。 

１の（２）でございますが経過処置でございます。現在１０，０００kw 以上の風力発電施設につきま

しては、ＮＥＤＯ、新エネルギー・産業技術総合開発機構でございますが、ここが作成し、実施するよ

う指導しております「風力発電のための環境影響評価マニュアル」というものがございまして、これに

より手続を進めている事業が既にございますので、事業が手戻りしないよう「みなし規定」を検討して

おります。 

次に評価手続の流れでございますが、２頁に参考までにＮＥＤＯのマニュアルによる手続の流れを記

載しております。条例で準備書としている書類を評価書案としていますが、基本的には条例と同様な流

れになっております。しかしながら、県などの公共的な第三者の関与がなく、有識者からの意見聴取も

「望ましい手続」とされるなどの違いがございます。 

この改正骨子案につきましては、現在、市町村長の意見をお聞きし、パブリックコメントを実施して

おりまして、各方面からの御意見を参考にさせていただきながら、検討を進め、次期県議会、６、７月

ですが、条例改正案を上程いたしたいと考えております。 

風力発電施設に関する長野県環境影響評価条例の改正骨子案の概要につきましては、以上でございま

す。 

続きまして、資料２を御覧ください。 

この条例改正に伴う「技術指針」及び「技術指針マニュアル」の改正等についてですが、技術指針に

は関連する部分はございません。マニュアルの 0-4 頁、総論に「事業別に明らかにすべき事業計画の内

容の例」という表がございまして、この中の事業種別に風力発電所の建設を追加し、明らかにすべき事

業計画の内容に敷地面積他記載の内容を追加すればいかがかと考えております。以上です。 

 

○亀山委員長 

 はい、ありがとうございました。事務局からの御説明は以上のようでございますが、非常に長い説明

でいささか疲れたのではないかと思いますけれど、内容の細かいところに入る前に、一応こういう流れ

ですということについて、御理解いただけたかどうか、その辺について何か御質問ございますでしょう

か。要は今行われていることについて、まだ、何かおわかりいただきにくいところがありましたらもう
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ちょっと御説明いただくということもあろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

今、御説明いただいたのが基本でございまして、それにしたがって技術指針の方が改正素案、技術指

針のマニュアルの方は改訂素案という言い方をしていますが、それが送付されているということになり

ます。それぞれ同じ色を使って同じように書かれているので、今、御説明いただいたのが、この中に入

り込んでいると御理解いただければよろしいわけですが。よろしいですかね。 

これから御意見を、それぞれ主として御担当の項目についての御意見を、それから全体についての御

意見をいただきたいのですが。いきなり送られてきましたので、どういうものかということについて、

なかなか御理解がしにくかったんじゃないかと思いますので、本日は事前に意見をお送りいただいてこ

の会議に出ておられる方もおられますし、それから御欠席だということで御意見を頂いている方もござ

います。御意見を紙に書いてない人はしゃべってはいけないことはございませんので、どなたから何を

言っていただいてもいいんですけども、とりあえず資料で頂いている方の、まずこういう意見を頂いて

いますということから御紹介をさせていただいて、あとその他いろいろ全般的にわたって御意見を頂く

というふうにしたいと思います。 

先に全体の流れを言わせていただきますと、おそらく本日ここにおいでいただいて、ここについては

こうだというようなことについて細かく御指摘いただくことがそう簡単じゃないと思いますので、今日

はとにかくこの趣旨についてよく御理解いただいた上で、お持ち帰りいただいてよくお読みいただいて、

あとで日を限りますけども、事務局の方に御意見を頂くと、それをもとに再度検討したもので、このよ

うな会議を開いて、この会の結論としたいというふうに考えておりますので、今日はそんなふうに進め

させていただきます。 

とりあえず資料の５で、委員からの意見をいただいておりますので、今日まず御出席の５－１小澤委

員から。よろしいですか。 

 

○小澤委員 

 私の意見としまして、資料の５－１にございます。私もちょっと的確に意見が言えたかどうかという

のは全体像が見えない中で意見を出したものですから、ちょっとわかりませんが、とりあえず御説明い

たします。 

まず、技術指針についてのところでございますが、先程事務局の方からもお話がありました、項目の

選定に関する言葉の問題ということで意見を上げさせていただきました。ここで、先程のお話にもあり

ました「標準」という言葉についてです。先程の基本的事項の改正の項にある「標準項目」というもの

とは全く意味が違うというところは理解してるんですが、「標準項目」という言葉をはずしていくとい

う中で、無用の誤解を避けるという意味で、「標準項目」という言葉をはずして、参考にもありました

「一般項目」というようなものがいいのかなという意見を上げさせていただきました。それが一点です。 

それ以降の件につきましては、細かな話なんですが、調査の内容、測定の項目といいますかそれの範

疇分けの問題についての意見を上げさせていただきました。特に技術指針あるいはマニュアルの改訂と

いうその時期的なものと実際の法的な改正とか、あるいは新規の制定とかそういうものとのずれという

のがあると思われますので、それらを整理し直して行く必要があるのではないかと、そういう意味で挙

げさせていただきました。具体的にはダイオキシン類が環境基準項目として挙がっているわけですので、

それがどちらかというとそれ以外の項目というような形で扱われているようになっているもんですか

ら、このような意見で、後ろの方にダーッと並んでおりますのはほとんどそれに対応した意見というで

ございます。そういうふうにして整理し直せばわかりやすくなるのではないかというふうに思いました。
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以上です。 

 

○亀山委員長 

 ありがとうございました。それじゃ一通りお伺いさせていただきますので。はい、では陸委員お願い

いたします。 

 

○陸委員 

 陸でございます。私の方からは、特に触れ合い活動の場の項目について御意見を出させていただきま

した。今回の基本的事項の改正に合わせたものというわけでは特にございませんで、この、特にマニュ

アルの部分ですけれども、表現をこの際より適切にわかりやすくした方がいいのではないかという考え

から指摘をさせていただきました。その前にですね、紙が配られておりますけれど、この序論の部分、

それから総論の部分について、軽微なものですけれども、表現の問題について指摘をさせていただきま

した。だいたい概要としては以上なんですけれども。 

内容にやや触れたところについてですが、触れ合い活動の場の 15-8 頁のところですけれども、保全

対策の回避、最小化、修正、代償のところにですね、触れ合いの活動の場そのものだけではなく、周辺

の環境についても配慮した方がいいのではないかという考えのもとにこの表現を加えさせていただい

ております。以上です。 

 

○亀山委員長 

 はい、この緑色の部分が、要は「アクセスルートを直接改変域からはずす」っていうだけじゃなくて

「アクセスルート並びに触れ合い活動に重大な影響を与える周辺環境を」というふうに加えられている

ということですね。 

 それでは塩田委員お願いします。 

 

○塩田委員 

 私の方は、担当として、騒音、振動、低周波音についてチェックをさせていただいております。今日、

出てきたのは振動と若干騒音だけなのですが、その中で詳細なところは、そのところに赤字でいろいろ

書いてあります。が、全体を眺めてみると、整合性がとれていないというのが第一の印象です。それと、

用語が錯綜しているということ、それから法律そのものをよく理解されていないのではないかとの印象

です。そこのところをもう少し整理していただいた方がいいのではないかと思います。それを前提にし

て、今日は、振動が代表の形で出てきておりますが、新しい用語を入れる中で、例えば、法律で行うべ

きものとＪＩＳで行うべきものが錯綜しており、そういう部分をできるだけ明確にされた方が良いと思

います。先程の基本的な考えのところにありましたが、「客観性・透明性・わかりやすさ」と書いてお

りますが、読んでみた限り、非常にわかりにくくなってしまったなというのが印象ですので、再度、事

務局といろいろ相談しながら、さらにより良い方向へ持っていきたいなと思っております。以上です。 

 

○亀山委員長 

すいません、この資料５－３－１のところに、事務局とのやり取りがありますよね。 

これは事務局から説明してもらった方がいいかな。５－３－１の真ん中から下の箱（＝囲み線）に入

っていることと、それからこの資料がどういうものなのかという説明を。 
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○事務局 （環境政策課 宮尾） 

今、塩田先生がバサッと言っていただいたとおりでございますけれども、私共、御意見があれば事前

にお送りいただければということでメール等でお願い申し上げましたところ、塩田先生は本当に早めに

資料を頂きまして、私共は早めに着手することができたということで、まず内容を理解することからと

いうことで、県環境保全研究所の内田専門研究員とも打合せをさせていただいたという時間的な経過も

ありましたので、そういうやりとりの部分も参考になればということで、このところへ、そのメールの

やりとりのこと、そして、例えばこういう検討の経過の中で、内田さんの方からも、“こういうような

対応もひとつの対応じゃないか”というようなことを頂きまして、それをまた塩田委員にもお伝えして、

というような経過を経て、皆様方の御意見が反映されていくんだという、そういう良い例でもあろうか

と思いまして、今回、大変恐縮かと思ったのですが出させていただいたということでございます。 

内容の中には、今御指摘があったとおり、私共よくわからない中で、騒音と同じような考え方の中

で、環境振動というものを軽々に使ってしまいまして、この技術指針が一番最初に出来たころには、

まだそれほど確定したものではなかったのかもしれませんが、現時点においては、建築学会で塩田先

生を中心に、ちゃんとした定義がなされて、巷で使われているというような状況となっているという

ことで、それをまた改めて騒音と同じような形で「環境振動」という言葉で定義しようとすると非常

に混乱を生じるということで、そういう御指摘をいただいたということから、例えばということで、

それに変わるものとしては「総合振動」というような言葉は、それなりに学会等でも使われてきてい

るというお話もいただきましたので、そういうようなものを逆にこういうもの（＝見直し案）ではい

かがでしょうかということで、御提案申し上げながら、さらに良い案に出来ればと、そういう経過を

この中でお示ししたというものでございます。以上でございます。 

 

○亀山委員長 

 はい、ありがとうございました。 

ちょっとやりとりが入っているから、少しややこしいんですけれども。…というようなことで、事前

に早く頂いたものですから、事務局との間でやり取りをして、さらに検討されたものが資料として御用

意いただいているということでございます。 

もうひとり信州大学の農学部の中村委員から頂いているのが資料の５－４でございますけども、特に

これにつきましては読みません。調査方法等について書かれているところが多いわけではございます

が、特に読み上げませんけれども、このような意見を頂いております。 

それから委員の意見の他に資料の６でございますが、技術指針に対する県の関係機関からの意見とい

うのが６－１と６－２できておりますので、これについては事務局の方から御説明いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

それでは資料の６－１について御説明申し上げます。 

本来であれば、提案していただきました文化財・生涯学習課の方からより具体的なお話をいただこう

かと思ったのですけれども、本日はどうしても外せない所用ということで、資料を託されたということ

でございます。 

趣旨は、技術指針の別表第１の環境影響評価の対象とする環境要素の中区分の欄に、現在、「史跡・
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文化財」という形で環境要素が定義されてございます。しかしながら、文化財・生涯学習課の意見とい

たしましては、文化財保護法で規定されている「史跡」については、全て「文化財」に含まれるもので

ある。であるから、あえて「史跡」と「文化財」というものを中ポツで並列に並べる必要はないのでは

ないかと、環境要素としては「文化財」で十分かと思う。という御意見でございました。その根拠とし

て、文化財保護法の条文が以下に並べてございまして、第２条のところで、「この法律で「文化財」と

は、・・・」ということで、ざっと書いてある中に、たしかに「史跡」というものも含まれているとい

うものでございます。一応ざっと、内容としては、託されたものという意味合いで大変恐縮ですが、資

料の６－１は以上でございます。 

それから資料６－２でございます。これは環境保全研究所の方から御提案いただいておりまして、今

日は関係課として出ていただいておりますので、環境保全研究所の方からちょっと御説明をお願いしま

す。 

 

○県関係機関 （環境保全研究所 佐藤） 

提案の理由ですけど、「将来の状況についての把握」をしなさい、と求められた際に調査予測を行う

以前の予備調査の段階で、事業者がその内容を的確に理解することは難しいと思われます。当項で事業

者に求める予備調査の内容は、技術指針マニュアルにも示すように、現在から近い将来にわたって行わ

れている宅地等の開発や、現在予定されている開発計画などに基づき予測される調査対象区域の「将来

の状況予測」であると考えられる。このために、｢将来の状況｣との表現は“将来の予測”であることを

認識させる表現の方が、的確な理解を促せるものだと思われます。以上です。 

 

○亀山委員長 

はい、ありがとうございます。あの、御主旨は、この「将来の状況」に対して、「将来の計画」ある

いは「予測される将来の状況」というふうに書けとおっしゃられるわけですか。 

 

○県関係機関 （環境保全研究所 佐藤） 

ええ、「将来の計画」とか、または「将来の状況予測」というふうに書いたらいかがでしょうかとい

うことです。 

 

○亀山委員長 

…ということですね。はい、わかりました。 

資料６－１は確かにそうですね。 

文化財というのは、史跡、名勝、天然記念物、を３つあわせて「文化財」という言い方を一般的にし

ますから、「史跡・文化財」というのは、一般的には文化財関係からみるとおかしな表現だということ

になるかと思いますね。私、県の文化財の審議会の委員をやってますので、一般的にそう使うものだと

私は思っておりますけども。 

 

○花里委員 

 すいません、よろしいでしょうか。 

 今の文化財のことなんですけれども、きちんとした定義ではそうなっていますけど、一般的にそれが

受け入れられているかどうかということもちょっと考えてみる必要があるかと思います。もし一般的に
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「史跡」というのが「文化財」に入っていないというような認識がある程度あるならば、もちろん文章

は正しく「文化財」と書いてですね、括弧して何かもう具体的に少しわかるような書き方をした方が丁

寧かなと思いますので御検討いただければと思います。 

 

○亀山委員長 

それでですね、いかがいたしましょうか。 

この場でまずはお気付きの点、御発言いただければよろしいわけですが、先程言いましたように、後

で少しじっくり読んでいただいて、この検討の趣旨を御理解した上で、御意見を文章で頂ければと思い

ますが。 

この場で、いろいろ御質問を含めて、御意見ございましたら、御発言いただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。どんなことでも結構でございます。 

 

はい、どうぞ。富樫委員。 

それから、議事録ができるまでは、録音を公開することになりますので、お名前を言ってください。 

 

○富樫委員 

 富樫です。ちょっと用語について確認をさせていただきたいですけども、今回の改正等についての資

料１の中にも出てくるんですが、「事後調査」と「環境監視」、それと「モニタリング」という言葉がと

ころどころに出てくるんですけれども、それぞれ使い分けといいますか、明確な何か根拠というか、定

義みたいなものはあるのでしょうか。 

 

○亀山委員長 

 ちょっと待ってください。たしかマニュアルの後の方に何かありませんでしたっけ、用語のことを書

いたの。載ってませんでしたか…。 

 今みたいな、用語についての定義というのは何かありませんでしたっけ。 

 この際、何かやっておいた方がいいのかなぁという気もしますね。作業が大変かもわかりませんが…

いかがでしょうか。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

わかりました。多分、その時々、それから執筆者だとか、いろんな関係で、整理しきれずに意味合い

の同じものを違った表現で…私共も今回やってみてちょっと違うなというものもあるようですので、こ

の際、少し整理をさせていただきたいと思います。 

 

○亀山委員長 

 はい。 

 

○富樫委員 

 お願いします。 

 

○亀山委員長 
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 その辺で、お気付きになったものがあれば、コレとコレとコレ…という形で挙げておいていただけ

れば、この場でなくても結構ですので、気になったものを挙げておいていただけるとよろしいかと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 はい、では中村委員。 

 

○中村（浩）委員 

中村ですが、今回の指針とマニュアルの改訂はですね、法改正に伴ったものだということで、内容

は非常によく理解できるわけです。それから、実際に私の専門の動物の部分については、大きな変更

はありません。ですから、これからこういう方向で行くということになるということだと思いますが、

先程説明があった風力発電ですね。次の県議会にかけて、影響評価の検討項目（＝対象事業）に加え

るということですが、これからの話かもしれませんが、県議会で承認された後の段階かもしれません

が、風力発電で問題になるのは、特に鳥の“渡り”ですね。今、全国的に日本鳥学会でも、この風力

発電について、かなり各地で問題にされてますので、風力発電のマニュアルをこれから作っていく必

要があると思います。というのは、今まで猛禽類に関しては、繁殖する鳥に対する対応という形でマ

ニュアルが書かれているんですが、風力発電の場合は、特に“渡り”が非常に重要ですので、これか

らは“渡り”ということも視野に入れた猛禽類のマニュアルというものを作る必要があると思います。

以上です。 

 

○亀山委員長 

 はい、ありがとうございます。 

それに関係して、資料４の２頁のところにＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）がや

っているアセスメントのマニュアル（による手続の流れ）があるわけですけども、当面、経過措置と

しては、この方法書と評価書案を、それぞれ条例に基づいて作成された方法書、準備書とみなすこと

とします。となっているんですけども、これは“経過措置として”ということは、しばらくの間、今

作ってるものについては、これをそういうものとみなすけれども、その後は県条例でやれというよう

な、そういう意味なんですか。要は県条例とＮＥＤＯとの関係が将来的にはどうなるのかということ

がひとつと。 

それから、今中村委員が言われたことでは、２頁のところの、ＮＥＤＯのマニュアルの中には今の

ような鳥の問題だとか、大事な問題が入ってきた時に、それに対応するような形で評価書案が書かれ

るように、項目や何かの出し方とか、予測調査のやり方だとかができているかどうかということは、

私ちょっと知らないもんですから、そこはどんなふうな感じなんでしょうか。 

 

○事務局 （環境政策課 臼井） 

環境政策課の臼井です。まず経過処置の関係ですが、先程説明しました計画案、計画といいますか

…順次進めているものがございまして、峰の原高原に予定されていますＩＰＰジャパンのものにつき

ましては、既に方法書が公開されておりまして、縦覧が済んでおります。こういう事例のものについ

ては、改めて条例ができたときに、新たに条例に基づく方法書を作っていただいて長野県がそれを公

告縦覧するということにしますと、手戻りになってしまいますので、“既に県の条例に基づいて方法書

が公告縦覧され、それに対する意見も述べた”ということにみなすということで、これは向こうの進

捗状況にもよりますが、条例が施行された時点でまだ評価書案が作成されていないのであれば、そこ
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から条例に基づく準備書の作成という方に移っていただくということです。同じように評価書案が作

成されて公告縦覧がされてしまっていれば、“準備書が作成されて、公告縦覧されてしまっている”と

いう状態で、条例の適用を受けて、その後、知事意見、事後調査報告、そういったものを求めていく

ということになります。 

それからＮＥＤＯの手続の中身ですが、こちらの方のマニュアルは風力発電所に限って作られてお

りまして、そういう意味では県のマニュアルよりもより風力発電に特化したものとなっております。

したがって動物のなかでも、猛禽類であるとか、そういった羽根の回転によって影響のある…“渡り”

という言葉があったかどうかはちょっと記憶にないのですけれども…そういったものがちゃんと考慮

されて、特に関係の深い環境要素について詳細に記載されております。以上です。 

 

○亀山委員長 

 はい、ありがとうございました。 

ということは、今既に、この条例を改正して動き出すまでの間に着手されているものについては、

このＮＥＤＯのやり方をするけれども、それ以外のものについては新たに条例でやるというふうなこ

となんですね。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 あの、着手というか、公告縦覧などを区切りとして検討したい。 

 

○亀山委員長 

 …はい、手続に入っているものについてはということですね。 

 で、中村委員が御心配されている、鳥についてのどうやっているのかということについて、お知りに

なりたいことがあれば… 

 

○中村（浩）委員 

 よろしいですか。 

中村ですが、現在ＮＥＤＯのこれに基づいて、全国各地でやられているんですが、やはり各地で問題

が起きてるわけですね。つまり、ちゃんとした調査が行われて、ちゃんとした人によって評価されると

ころまでいかずに、どんどん進行しているところに一番の問題があってですね。学会としてもこの問題

は放っておけないという状況にあるわけです。先程の説明で私もわかったんですが、県の条例ができる

前は、進行状況に合わせてやるということですが、そういう対応しかないと思います。しかし、作って

から問題になるよりは、今のうちから、ある程度みておくことは必要ではないかと思いますけどもね。 

 

○亀山委員長 

はい、ありがとうございました。 

では、小澤委員。よろしいですか。 

 

○小澤委員 

小澤です。それに関してですね、先程の資料の５－１の一番裏側、一番最後になるんですが、まだ全

体わからない状態での意見だったのですが、その中でですね、環境要素として、風力発電の時に「電波
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障害」という範疇が必要になってくるように思われますが、現在の技術指針の中で、具体的にはそこに

ないものを、どういうふうに入れていくかという問題が出てくるんではないかというふうに思いまして、

このような意見を書きました。以上です。 

 

○亀山委員長 

この「電波障害」というのは風車が回転することによって生じるような電波障害があるということで

すか。 

 

○小澤委員 

 先程の事務局からの御説明のとおり、装置が大きかったり、あるいは送電線が空中に張られれば、テ

レビの受信とか、そういう問題が生じる可能性があると思われますので、そこら辺について、環境要素

として指針の中に入れて、それに相当する部分があればいいんですけども、そうでないと、その対応が

できないのではないかということで、そこら辺考える必要があるのかなというふうに思いました。 

 

○亀山委員長 

 なかなか、電波というか、電磁波については結構難しいんですよね、一般的にどうしたものかという

のがわかりにくくて。ちょっと余談になって恐縮なんですが、県のアセスメントの、条例の前は要綱だ

ったんですけども、その要綱を作る時に私も委員をやっておりまして、その時に「電磁波」というのは

入れられないのかなと思ってちょっと考えてみたんですね。というのは、例えば野辺山はすごく空がき

れい…というか要は電磁波で汚染されていないんですね。ですから電波天文台をあそこに置いてあるん

ですけども。長野県はわりと大事なことで、乗鞍のコロナ（観測所）とかいろいろやっているのだから、

全般的にそういう問題だとか、それから、夜間照明が天体観測をさせにくくしたり、野生生物に影響を

及ぼしたりするから、もろもろの電磁波というか、長いのから短いのまで全部ひっくるめて（要綱に環

境要素として）入れると、信州の綺麗な空にいいんじゃないかという発言をしたら、皆さんに「世の中

明るい方がいいんですよ」と言われて、一笑に付されて悔しい思いをしたこともあるんですけども、ち

ょっとそういう問題も考えなくてはいけないのかなと。環境省は８年前に光害（ひかりがい）という、

要は夜間照明による天体観測がしにくい問題とか、野生動植物への影響があるので、８番目の公害にし

ようということで、光害を作ったんですが、それにも私参加してたんですが、あまりはやらないんです

がね、環境省のホームページにありますけれど。何かそんなような電磁波全体について何か考える必要

があるように思いますね。どうやったらよいのかっていうとこはなかなか難しい。（波長が）短いのか

ら長いのまでいろいろあって難しいなと思いますが、大事な御指摘だろうとは思います。 

 

○富樫委員 

 富樫です。風力発電に関連してなんですけど、資料４に改正骨子案ということなんですが、ここにも

う「総出力１万ｋｗ」という数字が出てるんですけども、これに関しては、これはどこを対象にするか

というのは非常に大事な問題だと思うのですが、何か環境影響の面で根拠のある数字なのかどうなのか、

その辺お聞きしたいと思います。 

 

○亀山委員長 

 はい、それでは御回答いただけますか。 

                                          21



 

○事務局 （環境政策課 臼井） 

 環境政策課の臼井です。１万ｋｗ以上ということにつきまして、影響の根拠というものはございませ

ん。ただ、先程説明いたしましたＮＥＤＯのマニュアル、これ詳細に記されたものがありますが、これ

が、１万ｋｗ以上の場合にはこのマニュアルに沿って（環境影響評価を）やってほしいというふうに指

導しているものでありまして、それ未満のものにつきましてはマニュアルではなくてガイドブックとい

う、より簡略化したものがございます。で、変な話なんですが、みなしをかける都合上、揃えておいた

方がよいという観点がまずひとつございます。 

それから、現在県内で計画されております売電による営業を目的としたものが、１万ｋｗ以上と定義

することによってほとんど全て入ってくるということ。 

それから、条例の対象としている他の事業で、土地の改変面積というものを考えたとき、他のところ

でだいたい１０ha 以上といった開発のものを対象としておりまして、風車１基あたりにかかる面積とい

うことを考えていきますと、概ね同じ面積を必要とするものが１万ｋｗ以上ということになってくると

いうことで、改変面積の方から逆算したということもございます。 

実際には、本来であれば、出力というものが基準になるものではないような気がします。改変面積あ

るいは回転翼の回る円の面積といったものの方が影響を図るうえでは適切なのではと思いますが、実際

にやってみますと、総出力と比例をしているというわけで、出力を規模要件と今のところ考えておりま

す。これはまだ、一応お示しして皆様から御意見をいただいている段階ですので、この１万ｋｗについ

ての御意見は…事業者の方がよく言うのかなと思いますけども…一応今のところは意見としてはいた

だいていませんが、という値です。 

 

○富樫委員 

 では、まだこれから検討されていく値と考えてよろしいんですか。 

 

○亀山委員長 

 いかがですか。 

 

○事務局 （環境政策課 臼井） 

 はい。そのとおりですので、参考になる根拠がございましたら御教示いただきたいと思います。 

 

○亀山委員長 

 これは、県条例を改正するのだから、するのに関しての「１万ｋｗ」というのは変えないんですよね。

これからまだ変える余地はあるんですか。 

 

○事務局 （環境政策課 臼井） 

 はい、骨子案でして。条例の中で定義されているのは、条例の一番最後に別表というものがございま

して、その中に、例えば「道路の建設」というような項目がありまして、その表に「風力発電所の建設」

という言葉を入れるというのが条例改正でございまして、具体的な規模要件は施行規則に定めておりま

して、そちらの中に細かく記載をしていくということです。 
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○亀山委員長 

 でも、その時、一般的には条例の改正と施行規則の改正は一緒にやられるわけですよね。だから今の

ところはこれでいこうとしているわけですよね。 

 

○事務局 （環境政策課 臼井） 

 はい。 

 

○亀山委員長 

 ということだそうですけども。 

つまり、これが県の案として、つまり条例の改正とともに「風力発電の建設」という項目が入って、

それと同時に「総出力１万ｋｗ」となる。それを対象にしますよということになる。ということだそう

ですけども。 

 

○富樫委員 

 富樫ですけども、そういうことであれば、数字そのものをやはり、少し慎重に検討した方がよいので

はないかと思います。 

 

○亀山委員長 

 その他何かございますか。 

はい、梅崎委員。どうぞ。 

 

○梅崎委員 

 梅崎です。今の件に関連して、最初に聞こうと思っていたんですが。この総論のところ（0-3～0-5 頁）

に事業種別というのが幾つか挙げてありまして、ここに今回新しく風力発電も入っているのですが、そ

れぞれの対象規模というのを、どこに、どういうふうに明確化されているのかが分からなかったという

ことと、それに、今回の法律に伴う改正に伴い、わかりやすく、また経緯を明らかにするということで

すので、このような事業種別などを最も明確に記述させなくてはいけないのではないかと思ったんです

が。どういうような方針でここ（総論 0-3～0-5 頁）には記述されているのでしょうか。 

 

○亀山委員長 

 対象規模はマニュアルではなくて、全体が別のところに書いてあるんですね。それでここに書いてな

いんですが、対象規模が決まっているのが前提になっていて、それでマニュアルが作られているという

ことになっているんですね。 

 

○梅崎委員 

 その、検討経緯というのはどこにもでてこないんでしょうか。先程と同じようなことですけども。 

 

○亀山委員長 

今回それはいじらないんですよね。アセスの対象規模に関していえば… 
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○事務局 （環境政策課 宮尾） 

ええ。それはいじりません。 

 

○亀山委員長 

対象とする事業と対象とする規模に関しては、従来通りのものでやると。それに風力発電が加わるこ

とになるということですね。 

 

○梅崎委員 

あの、先程少しお答えの中に出てきました施行規則ですか、ここに説明がありますという記述はでて

くるのですか。例えばこれを一般的に見たときにですね、どこの箇所を見て判断するかということがわ

かりやすくなっていればいいと思うんですが。 

 

○亀山委員長 

そうか…。それは、じゃあ、あれですかね。後で皆さんにお送りしますかね。必要でしたらそうしま

しょうか。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 パンフレットがございますが… 

 

○亀山委員長 

要は、事業の名前と規模がさらっと書いたものが表になっておりだけのものですが、御入り用でした

らお持ちに… 

 

○事務局 （環境政策課 臼井） 

 （環境影響評価条例のあらましの３頁を示しながら）こういうようなイメージのものでしょうか。 

 

○梅崎委員 

 ああ、そうですね。 

 

○亀山委員長 

 では、そういたしましょうか。 

 （環境影響評価条例のあらましの３頁については、配付してもらいましょう。） 

 では、塩田委員、どうぞ。 

 

○塩田委員 

 あの、塩田です。確認をさせて下さい。 

 今の風力発電が条例の対象に入ったときに、マニュアルそのものはＮＥＤＯのマニュアルをそのまま

使うのでしょうか。条例で（風力発電施設の対象化が）決まった後も…。新たにマニュアルを作るので

すか。 
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○事務局 （環境政策課 臼井） 

環境政策課の臼井ですけど、今の段階で風力発電施設に限定したマニュアルを作るということは考え

ておりません。ですから、今回改訂を検討している中で非常に大雑把に書いたものですが、それは、他

の事業についても全く同じことであって、ただ、コンサルタント会社さんはＮＥＤＯのマニュアルに、

より詳細に書かれていますので、そういったものを参考にしながら手続を進めていただくということは

考えられます。 

 

○亀山委員長 

ですから一般的にいうと、例えば、先程の鳥の話もそうですし、騒音とか振動とか、考えられるもの

は、今のこのマニュアルの中で読みながら対応すると、そういうことですよね。ですから、新たに風力

発電によって考えられるような、例えば特殊な振動ですとか、があるようでしたら、それを拾えるよう

なことをマニュアルに書いていくというようなことですね。 

 

○塩田委員 

 わかりました。 

 

○亀山委員長 

 はい。中村委員、どうぞ。 

 

○中村（浩）委員 

今の点なんですけどね。風力発電を加えたら、マニュアルに、例えば猛禽類ということでね。やっぱ

り一番問題になるのは猛禽類の特に渡りですね。風が通る場所に風車を建てますからね。そこが鳥の渡

りのコースになっている場合が多いわけです。先程言いましたように、実際の調査の、猛禽類のマニュ

アルができていますが、そのマニュアルでは対応できないということです。先程言いましたが、特に渡

りの時期の調査が非常に大事ですね。春あるいは秋の、渡りの時期の調査をしっかりやらないと、渡り

をする特に猛禽類の影響を評価できませんから。今の事務局のお話では、ＮＥＤＯに従ってやるという

ことですがね、やはり、県のマニュアルの中にもそのことをきっちり書いておくことが必要ではないか

と思います。特に猛禽類に関してはですね、平成７年に、…今日の資料の 12-20 頁にありますように、

できるだけ猛禽類に対する影響を無くすために調査マニュアル…12-20 頁ですね。（参考）という資料で

すね。「環境影響評価における猛禽類調査マニュアル」というもの、これを特別に作ったわけですね。

ずいぶん前になりますが。これに相当するようなものが、やはり必要ではないかと思います。先程言い

ましたように、このマニュアルは繁殖してる猛禽類に対する影響評価という観点で作られているわけで

す。しかし、先程から言っているように、渡り鳥に対する風力発電の影響ということで調査するという

ことでは、このマニュアルとは違った調査の仕方が必要となってくるわけです。ですから本当に実効の

ある調査とそれに基づいた評価を行うのであれば、風力発電と鳥の渡りに関するマニュアルを作ること

が必要かと思います。 

 

○亀山委員長 

 そうするとあれですかね。風力発電の環境影響評価における、…まぁ猛禽類に限らないでしょうから

…鳥類の調査マニュアルみたいなものがあればいいという考えですかね。そういうやり方もありますね。
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この中に、一般的に読み取れるような項目にしちゃうわけではなくて、こんなような形で、風力発電の

環境影響評価における鳥類の調査マニュアルというようなことで、特に渡りの問題だとかについて“季

節的にしっかり調査して下さいよ”というようなこととか、“調査項目はこうしろ”とか、別途に作っ

ておいた方がわかりやすいかもしれませんね。その辺も含めて検討したらよろしいのではないかと思い

ますね。それは、中村委員がいろいろと御関係なさっておられるでしょうから、御意見を伺いながら対

応を考えるというふうにさせていただきければと思います。よろしくお願いいたします。 

 その他、何かありますか。 

 はい、大塚委員どうぞ。 

 

○大塚委員 

 大塚です。もうちょっと確認の意味でお聞きしたいんですが、風力発電の関係の評価マニュアルのＮ

ＥＤＯのマニュアルでお示しいただいているんですが、今回、県の条例が改定されてこれが入ってくる

ということで、あと施行の時期と、今進んでいる部分が、県条例で対象になったときの、各段階でどの

時点で対象になってくるかということで説明をされたんですが、今進んでいる方法書から、その時点で

これが（条例の）アセスに引き継がれてやっていく段階で、その兼ね合いと言うんですかね。方法書、

評価書とありますけども、例えば準備書の段階なり、評価書に対して、既に進んでいるものについての、

対象になったときにいろいろ意見を言える部分というのは兼ね合いが持てるというふうにお聞きした

んですが、今進んでいるものはこれで見なすということですが、その中途段階で入ってくる可能性があ

るとお聞きしたんですが、どんな兼ね合いで言っているのかなという…  

 

○亀山委員長 

先程御説明いただいたのは、例えばひとつの例として、ある風力発電が、今、方法書の段階でやって

おられる、その時に条例が施行されるとしますよね。そうするとその次の段階からは、条例の方で対応

するということになるから、その準備書段階からは、やはりこの技術委員会にかかって、他の案件と同

じように皆さんに御意見を頂く、ということに…それでいいんですね。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 はい。 

 

○亀山委員長 

というような形で進んでいくということですから、要は、条例が施行されるのに先行されて行われて

いるものについては、そこまでは先行されているものを前提にしますけど、それ以後は条例の方で全部

引き取りますよという、そういう御説明ですけれども。 

 

○大塚委員 

で、少なくともその方法書で行われた形を引き継いでやっていくことには変わりはありませんよね。

中途段階であれよこれよと言った場合に、なかなか難しいのかなという部分が出てくるかと思うのです

が。 

 

○亀山委員長 
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準備書段階になれば、もちろん、ここの場所（＝技術委員会）での議論になりますから、いろんなこ

とを言っていただいていいわけですので、そんなに遠慮なさらなくてもいいんじゃないかと思いますが。

一応どんな準備書がでてくるかってところまでは、たしかに方法書の段階で決まってますので、ある準

備書が出てくるわけですから。ただ、そこから先はここの、技術委員会でのことですから、ここで議論

していただければいいかと思います。 

 

○大塚委員 

少なくともここのマニュアル（＝資料４の２頁）には、「準備書」という形で出てきてないんですが、

いずれにしても、方法書の次は準備書でやっていくという形の理解でよろしいでしょうか。 

 

○亀山委員長 

 それでよろしいんですよね。 

 

○事務局 （環境政策課 臼井） 

 環境政策課の臼井です。（資料４の２頁には）「準備書」が出ていないんですが、同じものが「評価書

案」です。ドキュメントとしては全く同じです。 

 

○大塚委員 

 了解しました。 

 

○亀山委員長 

 その他に何かございますか。はいどうぞ。 

 

○花里委員 

話がまた変わってしまうんですけども、書き方の問題なんですけども細かい文言についてはまたあと

で事務局に対することとしてですね、この改正、大変わかりやすく書かれているんですが、ごめんなさ

い花里です。ひとつ生態系のところでですね、私、生態学をやってますので少し気になるんですけども、

この中で生物種間の関係だとか、それから非生物的環境との関係に注目するというふうに書かれていて、

これ大変結構だというふうに思います。ただですね、生態系というのは今大変ポピュラーな言葉になっ

ていて、誰でも使っているんですけどかなり勘違いされていてですね、生態系というと生物群集、生物

のことを言っているというふうに思っているという方、多いんですよね。だけど実際は学術的な定義は、

生物群集と非生物的環境、それを取り巻く非生物的環境との相互関係なんです。ですから、この中で非

生物的な環境との関係に注目するというふうには書いてあるんですけども、生態系とはそもそも何かと

いうことを理解していると、おのずとその辺がすごく重要なんだという認識を持ってもらえると思うん

ですよ。そういう点ではこの最初のところに生態系の定義ですね、そういったものを、たぶん一般の人

は誤解されているだろうこういう文言については、定義を書いた方がいいんじゃないか、わかりやすい

ような言葉でですね、と思います。さっきの文化財もそうなんですけれども、もう一回事務局の方でも

全体ちょっと見ていただいて、法律的、学術的な定義はされていても、一般的には誤解を受けるような

ことはわかりやすく、少し補足するというのか、そういったようなことが必要かなというふうに思いま

した。 
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○亀山委員長 

 ちょっと私それについてですね、意見あるんですよ。というのは、実は生態系っていうものについて

しゃべらせると、生態学の人は十人十色でみんな違うことをいうんですよね。なかなか同じところに行

き着かないということがあって、実は国土交通省のアセスのマニュアルで、ダム河川というのと、道路

というのと、面整備と三つあったんですけど、私は全部につきあったんですが、ダム河川のマニュアル

を作るときに生態学関係の人が四、五人いたんですね。これが生態系について一年間議論したんですけ

ど、ちっともまとまらない。「私はそう思わない」とみんながすごく声高でよくしゃべる人ばかりです

ごい苦労したんですね。全然まとまらないんです。しょうがないから要は自然のまとまりなんだよねと

いうのでお終いにしたんです。それ以上のことを書くと、私はそういうことじゃないと、物質循環を入

れないと絶対ダメだと、では全部殺して腹さいて何食っているかやらなきゃダメなんだよねって言った

ら、そうしなきゃわからない生態系は、という人もいる。食物連鎖をきっちり終えなければ生態系をや

ったことにならないという人もいたりしてね。とにかく大変なんだから、だから生態系の定義はしない

方がいいなってしみじみその時思って、自然のまとまりだよなと。はぐらかして悪いんですけどずいぶ

ん苦労したことがあるんです。 

 

○花里委員 

 花里ですけども、それは生物学事典とか生態学事典にちゃんと定義があって、基本的にその今、物質

循環という話が出ましたけど、そうなんですよね。で、生き物と非生物的環境の間で物質がぐるぐる回

っていますから、それを含めたシステム、生態系ですから、なんですけども結局それを理解することは

生物だけじゃなくて非生物的な環境との関わりを理解することだし、それが生態系そのものですから、

そういうことが生態系なんだと考えていれば一応ここでは非生物的な環境との関係を考えろと言われ

ても、それが補足的なものでなくて、生態系そのものだという認識を持っていただければ、アセスをす

る上でですね、こちらで、なんていうのかな、こと細かい規定をしなくてもやはりここを考えなくては

いけないんじゃないかというような、考えが出てきてですね、よりきちんと評価できる、アセスができ

るのではないかというのが私の考えです。 

 

○亀山委員長 

 今の先生のはわりと循環派の人の理屈なんですね。物質循環派の生態系論者の方々は循環派なんです。

循環派の理論をどんどん詰めていくとやはり、お腹の中を割いて何食っているか見ないと気が済まなく

なるっていう理屈になるんですね。それから参加してるのは誰かっていうやつで、動物植物の種を並べ

立ててどういうものが出てきて、誰がこの生態系に参加しているかということを見たがる方々もおられ

たりするんですよね。非常にいろんな人がおられるということが、事実なんでなかなか難しいんです。

確かにそれは。 

 

○佐藤委員 

 信州大の佐藤です。僕は植物ですけれども、今花里先生が言われた理解で全く同感です。ですからお

そらく２０年前でしたら整理されてないけれども今ではきちっと整理されているレベルになっている

と思います。それが一点です。それと、ＮＥＤＯのとても困った内容が出てきたので結構ショックなん

ですけど、実はここには風力発電をですね、クリーンエネルギーという表現をされているんですけど実
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は、絶滅危惧生物とかですね、寒地植物とか固有植物とか依存植物とかいう立場から見ますと、実はこ

の風力発電ができる場所というのは、とても高山植物ですか、一般的にはですね、そういった植物が多

い所なんです。それで、今宗谷地方の東の海岸にたくさんできましたけれども、そこにある高山植物が

もうぐちゃぐちゃになってしまうんですね。そういった心配もあるんで、やはり、もし生物多様性を日

本として大事に考えるならば、この項目の心配なもののひとつに絶滅危惧生物に配慮するとかですね、

そういったことが必要だと思っております。この点が一個です。 

 それからあと小さいことですけども、用語は生物関係もですね、いくつか変わって定義されているよ

うです。つまり群落を集団だったかな、なんかそういう表現をされていますが、ちょっと中身的に小さ

いのが統一されていない部分がございました。その小さいことですが三つ。以上です。 

 

○亀山委員長 

 その辺はあとでまた文書で御指摘いただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○佐藤委員 

 はい。 

 

○亀山委員長 

 他にはございますか。富樫委員、どうぞ。 

 

○富樫委員 

 富樫です。今回の直接その指針及びマニュアルの改正とは関わらないかもしれないんですけど、今回

こういうふうに事後調査がですね、従来よりもさらに踏み込んだ形で位置付けられてくるということに

なった場合に、現在の技術委員会の制度なり流れの中でですね、その事後調査に見合う対応ができるよ

うになっているのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 

 

○亀山委員長 

 なかなか難しい問題ですね。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 環境政策課の宮尾でございます。制度上の位置付けということですね、制度上、この技術委員会の関

係ですと皆様方から御意見をいただいて、知事に意見を言うとか、技術指針の改正であれば意見を頂く

という形にはなっておりますけれども、制度として何か皆様方が事後調査に対して直接何かこうアプロ

ーチすると、そういうイメージのことでしょうかね。 

 

○亀山委員長 

 もうちょっと、投げかけられた問題の理解が違うので、もう少し具体的に細かく。 

 

○富樫委員 

 あの、せっかくこの指針なりマニュアルに沿ってですね充実した事後調査が計画され実施されですね、

何らかの結果が出てきたとしてですね、それをきちんと技術委員会なりの場でそのデータをまた次のア
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セスに生かすような、そういう対応ができる体制なり、仕組みに今なっているかどうかというところな

んですけれども。 

 

○亀山委員長 

 なるほどね。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 現時点ではその結果に対してのフィードバックという形の体制にはなっておりません。 

 

○富樫委員 

 もしそうであればですね、この指針なりマニュアルが改正されたあとでもいいかと思いますけれども、

それに対応できるようにフォローに関してもさらに検討する必要があるのではないかというふうに思

います。 

 

○亀山委員長 

 なってないというか、まだやってないでしょ、事後調査。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 みなされた対象事業はあるんですけれども、今回の条例が施行されてから新たな案件として事後調査

まで行っている案件はないんです。 

 

○亀山委員長 

 ないんですよね。なってないんじゃなくてやってないんですよ。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 ただ、過去にみなされた案件はあったのでそういう発言をさせていただいたわけです。 

 

○亀山委員長 

 だから今後、事後調査が必要だということで事後調査がされるようになると必然的に事後調査を報告、

公表しなきゃならなくなりますから、そうするとそれについてまた技術委員会が意見を言わなければな

らない。言うようなことになりますね。 

 そうなってなかったっけ。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 折に触れて、報告事項のような形で過去の状況をこういう機会の中で報告をして皆さんの中から御意

見を頂くという、そういう場面は当然あると思いますけれども。 

 

○亀山委員長 

 あれ、条例にはそこは書いてなかったんだっけ。事後調査についてっていうのは。 
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○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 条例上の位置付けではそこまではないです。事務局レベルの対応になります。 

 

○亀山委員長 

 では少し考えなきゃいけないな。 

 

○中村(浩)委員 

 過去の技術委員会で、特に問題になった項目に関しては、例えばゴルフ場を作って、この問題がどう

なったかを報告してもらうという条件を付けて上げさせてもらう。しかし、今回の改正に伴って事後調

査をしっかりやるということですからね、問題になった項目に関しては技術委員会にしっかり報告して

もらうことを義務付けられるというふうに思いますか。そうしないとただ書いただけで実行が全然され

ないということになりますから。 

 

○亀山委員長 

 その辺については少しやり方を含めてお考えいただけるといいだろうと思います。宿題ということで。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 検討させていただきます。 

 

○亀山委員長 

 先程の花里委員の生態系の話ね、生態系１３がありまして、そこのところに一応書いてあるんですね。

生態系の考え方というのが、ですからこれについて、これをこう直したらいいのではないかという御提

案をいただけると、明快になると思いますのでそんなふうに返していただければありがたいと思います。 

 話の腰を折ったつもりではございませんので。 

 

○亀山委員長 

 はい、佐藤委員どうぞ。 

 

○佐藤委員 

 信大の佐藤ですけれども、今、事後報告の話が出ましたけれども、一度今のこの風車も含めて、ダム

もそうでしたけれども一度出来上がるとその後の環境評価をいくらしても、戻らないんですね。ですか

ら事前の自然の状態というのをいかに守れるかという立場を、アピールするような委員会であってほし

いと思います。ですから、一度大型のものができてしまうと、ダムも今になってようやくわかったんで

すけれども、どんなアセスを調べていっても、今ならば予測ができると思うんですよね、情報がずいぶ

ん集まってきましたんで、ですからできるだけ本当に自然というのを守れる形を今はキープしなければ

もう本当に種はどんどん減っていきますし、やはりここでかなり頑張らなくちゃいけないので、むしろ

事後報告よりも事前調査というのを本当にしすぎるほどの努力を我々はアピールすべきだと思ってお

ります。 

 

○亀山委員長 
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 あれがありましたね。東京電力が神流川発電所というのが、群馬県？埼玉県？・・長野県の県境だか

ら、川上村の向こうは何県？埼玉県？・・群馬県。群馬県だよね。のところで、揚水発電のすごく大き

いやつをやってましてね、長野県側に水ためをつくって、群馬県側にダムをつくってやってますけど。

あのアセスをやったときに、予測・評価がどのくらい当たっていたか、というのをチェックするという

のをやった例はありますね。で、かなりこういう項目についてはわりとちゃんと的中していたとか、と

いうのをまとめたのがありますので、それをこういうことを考えるときに参考になるかと思いますけど

も。あれ東京電力くれるかな。やったものがあるんで報告書にはなってますけど。神流川。神に流れる

川って書いて。揚水式の発電計画なんですね。 

 その他に何かありますか。 

 他にもいろいろ御意見おありだと思いますので、先程も言いましたようにそれぞれ委員の方が、御意

見をまとめていただいて後日事務局にメール等で御提出いただいて、それを踏まえて事務局で改正案を

修正していただくという形で、進めさせていただきたいと思うんですが。その時に、そうですね、今後

のスケジュールについて少し事務局から御説明いただけますか。お願いします。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 今後のスケジュール等について、事務局から御説明をさせていただきます。 

 ただいま、委員長からお話がありましたように後日委員の皆様から更なる御意見をいただきたいと思

っております。それで、期限等でございますが、大変恐縮でございますが、この案件につきましてはで

きるだけ早く、風力の関係もある程度議会との関連もございますので、できれば４月の１０日ぐらいを

目処にですね、御意見を賜ればありがたいかなと思っておりますのでよろしくお願いいたしたいかと思

います。 

 

○亀山委員長 

 ４月の１０日「ぐらい」というと、私なんか１か月くらい先まで考えてしまうけど。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 １０日でよろしくお願いします。 

 次回の会議の日程でございます。委員の皆様の御都合によるわけでございますけど、概ね４月の下旬

から５月の連休明けぐらいのあたりを目処に、第２回目の技術指針等に関する技術委員会を開催できれ

ばなというふうに考えておりますけど、是非調整をさせていただければと考えております。 

 

○亀山委員長 

 それは、今日は大勢皆さんおいでいただいているから、この場では決められないんですけども、ちょ

っと御都合をお伺いしてよろしいですか。４月の下旬から５月の上旬。すいません、２、３候補をあげ

るさせていただいて、今日御欠席の委員の御都合も聞いてお決めいただくというふうに。で、私の勝手

で申し訳ないんですけど、私の都合で言わせていただきますと４月２３、２５、５月２日、８日、９日

あたりがいいんですが、ちょっとそれを順に言いますので、御都合の悪い方はお手を挙げていただいて、

事務局いいですか、それで。 

 ４月２３日月曜日なんですが、午前・午後分けて聞いた方がいいかしら。じゃあ、午前・午後分けて

聞きます。２３日月曜日の午前、御都合の悪い方。はい。午後、御都合悪い方。はい。４月２５日水曜
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日午前、御都合悪い方。午後、御都合悪い方。はい。それから５月２日水曜日、午前御都合悪い方。午

後、御都合悪い方。５月８日火曜日、午前御都合悪い方。午後、御都合悪い方。はい。５月９日の水曜

日、午前御都合悪い方。午後御都合悪い方。 

 どんな感じですか。比較的少ないのはどこ。４月２３日が何人でしたっけ。４月２３日月曜日は・・・。

比較的少なかったのは、ちょっと確認しますと・・・。２５日どうでしたっけ・・・。５月２日は・・・、

２日はわりといいな。じゃあ２日にしようか。すみません、ではまず５月２日が第一候補。第一候補に

します。ちょっとここ埋めないでくださいね。第一候補にしておいて、５月２日の午前・午後、午前都

合悪い方。午前・午後どっちでもいいですか・・・。午前ならいいですか・・・。はい、遠くから来ら

れる方のことを考えると１０時くらいでもいいですかね。では５月２日の１０時からというのを第１案

にして、おられない方の御都合を聞いて、それで決めていただければ。よろしくお願いします。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 はい。 

 

○亀山委員長 

 その他なんでしたっけ。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 では、今の出欠状況についてもう一回だけ、５月２日の日は、どなたが御欠席でしょうか。 

 

○亀山委員長 

 塩田委員？ 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 花里先生、お一人ですか、今のところ。そうですか。 

 

○亀山委員長 

 事務局・・・ 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 それからすみません、あと今回の技術指針の改正の時期につきましては、環境影響評価条例の改正の

時期に合わせまして、１９年度の夏頃の告示を目指しております。そういうことから、大変お忙しい中

ではございますけれども、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○亀山委員長 

 このやり取りとしては、４月１０日までに頂きますよね。でそれから、次回の４月下旬から５月上旬

にやるときにあんまりたくさん御意見があって収拾がつかないと条例の改正の方にずれ込んじゃうと

まずいですので、その間のやり取りがあってもいいですよね。つまり、委員のそれぞれの方から頂いた

ものに対して、事務局からこれはこうでしょうかという質問もあるでしょうし、こんなふうにやってい

いでしょうかということもあるでしょうから、そんなふうにさせていただいて、ある程度みなさんに御
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納得いただいた形で次回お出しするということでいいですか。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 はい。塩田先生とのものを例として取り上げさせていただきましたが、あんなような形で個別でも御

意見をお伺いする場面があるかと思いますので、是非御協力を賜りたいと思います。 

 

○亀山委員長 

 その他何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは議事のないようでしたら、議事の２にその他というのがございますが、それにつきまして事

務局から何かございましたらお願いします。 

 

○事務局 （環境政策課 宮尾） 

 はい、今後の案件の一応見込みということでございます。まだはっきりとした形ではないですけれど

も、比較的情報として可能性が高いものといたしまして御報告させていただきます。 

昨年の４月から６月頃にこの委員会で方法書を御審議いただきました、一般国道４７４号三遠南信自

動車道青崩峠道路の準備書が、今のところ夏頃と言われてますが、提出される見込みということでござ

います。 

それから、これは一般的に巷で騒がれておりますので、これは可能性としてお伝えしておきたいと思

いますが、今後ごみの焼却施設の建設がですね、県で定めた広域化計画というのがありまして、それに

基づいていくつか出てくる可能性があるということで、それは御承知おきいただければと思います。以

上でございます。 

 

○亀山委員長 

 その他に委員の方から何か御発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは本日の会議

はこれで終了させていただきます。御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


